
別紙 

第４号様式（第１０条関係） 

会   議   録 （要 旨） 

会 議 名 平成２５年度 第２回武蔵村山市公民館運営審議会 

開 催 日 時 平成２５年８月２８日（水） 午後２時から午後３時３０分 

開 催 場 所 さくらホール（市民会館）会議室 

出 席 者 及 び 

欠 席 者 

出席者：鴻田委員長、野﨑副委員長、栗原委員、小川（榮）委員、 

高橋委員、本村委員、安田委員、小川（香）委員  

事務局：生涯学習スポーツ課長、生涯学習グループ主査・主事 

欠席者：椎野委員、山本委員 

議 題 
議題１：平成２５年度市民企画講座について 

議題２：平成２６年度公民館講座について 

結 論 
（決定した方針、残さ

れた問題点、保留事項

等を記載する。） 

議題１について：野山北・六道山公園ボランティアに決定とする。 

議題２について：継続審議とする。 

審 議 経 過 
（主な意見等を原則と

して発言順に記載し、

同一内容は一つにまと

める。） 

報告事項１ 第一回公民館運営審議会会議録について 

報告事項１について、事務局より会議資料に沿って説明。 

特になし 

報告事項２ 平成２５年度公民館講座進捗状況について 

報告事項２について、事務局より会議資料に沿って説明。 

（委 員）おやじの料理教室の年齢層はどのようなものだったのか。 

（事務局）最終日にアンケートを取ったため人数は少ないが、６０代が５

名、７０代が２名となっている。 

（委 員）リーダー研修会の生徒たちは、学校で固まっていたのか。 

（事務局）固まっていない。 

（委 員）学年の層はどうなっているのか。 

（事務局）かなりバラバラではあった。班わけの際には各班に各学年を何

名かづつ配置できた。高学年になるとリピーターが多い。 

（委 員）このように人数が多いということはそれなりに人気があるとい

うことであるので、毎年やっていただきたい。 

議題１ 平成２５年度市民企画講座について 

議題１について、事務局より会議資料に沿って説明。 

（事務局）市民企画講座に応募いただいた団体の中で野山北・六道山公園

ボランティアを講師として採用したい。 

（委 員）異議なし。 

議題２ 平成２６年度公民館講座について 

議題２について、事務局より会議資料に沿って説明。 

（事務局）リーダー研修会のあり方について意見を求める。 

（委 員）里山民家をもっと活用してみたらどうか。かまどでの火起こし

や植物に触れることも身近でできる体験ではないか。 

（委 員）リーダー研修会という名称ではなく、キャンプ体験というのを

表に出してみてはどうか。また、中身の充実を図って最後にま

とめを行えば、やはり参加児童には思い出に残るのではない

か。リーダーにすぐになることはありえない。数値として現れ

るものでもない。このような事業に参加したことが、児童の成

長の何かに関わればよいと思う。 

（委 員）市民講座でもっと若者向けのことをやってもよいのかと思う。

例えば、ギター教室、集団お見合いのような奇抜な事業もおも

しろいと思う。現状の講座では、ありきたりな部分が多い。 



 

（委 員）家庭教育講座の部分はコマ数の増加を提案する。単発講座で

は、なかなかつながりがもてない。子育ては一回では語りきれ

ない。保育園のような広場がある環境はよいが、ない場合もあ

る。 

（事務局）来年度の提案としては、２講座を各４回程度でよいか。 

（委 員）講座によっては、４回以上の講座もあるので、そのくらいがよ

いと思う。 

（委 員）幼児教育のためには、とても必要である。 

（委 員）郷土かるたがキーワードであるが、来年度行う場合にはどのセ

クションに食い込んでくるのか。 

（事務局）市民に広く提供する場合では、市民講座でもできる。また、家

庭教育と名をうって親子で学ぶ講座として組むこともできる。 

     次回以降の会議では、いただいた意見を基に講座の数や講座の

具体的な内容について示していきたい。 

（委 員）郷土かるたの内容についての講座を行ってもおもしろいのかも

しれない。以前、仲間内で会話をしていた際に、少し歴史につ

いて話をしたらみんな知らなくもっと話を聞きたいとのことに

なった。市民であってもなかなか知らない方も多いので興味を

持つ人も多い。このような講座を希望する。 

（委員長）本日の会議はここまでとする。 

次回の会議日程について 

委員の日程調整の結果、１０月３０日（水）の予定とする。 
 

会議の公開・ 

非 公 開 の 別 

■公  開                傍聴者：  ０  人 

□一部公開 

□非 公 開 

 ※一部公開又は非公開とした理由 

 

 

会議録の開示・ 

非 開 示 の 別 

■開  示 

□一部開示（根拠法令等：                    ） 

□非 開 示（根拠法令等：                    ） 
 

庶 務 担 当 課 教育委員会 教育部 生涯学習スポーツ課（内線：６５２） 

（日本工業規格Ａ列４番） 

 


